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総務企画委員長 油布 勝秀

１ 日 時

平成３０年３月６日（火） 午前１０時５０分から

午後 １時５０分まで

２ 場 所

第４委員会室

３ 出席した委員の氏名

油布勝秀、木付親次、麻生栄作、古手川正治、尾島保彦、玉田輝義、堤栄三

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

総務部長 尾野賢治、企画振興部長 廣瀬祐宏、

会計管理者 小石英毅、国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 土谷晴美、

議会事務局長 酒井薫、人事委員会事務局長 下郡政治、

監査事務局長 安部雄一 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第２０号議案については可決すべきものと賛成多数をもって、第５３号議案のうち本委

員会関係部分、第５４号議案及び第６３号議案については可決すべきものといずれも全会

一致をもって決定した。

（２）国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の準備状況について、県税事務所の見直しについ

て、九州北部豪雨災害及び台風第１８号災害復旧・復興推進計画の進捗状況について及び

ラグビーワールドカップ２０１９大分開催に係る開催経費と経済波及効果について、執行

部から報告を受けた。

（３）参考人招致について協議を行った。

９ その他必要な事項

な し



１０ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐（総括） 小野清志

政策調査課調査広報班 主査 濱田誠吾



総務企画委員会次第

日時：平成３０年３月６日（火）本会議終了後

□□□□□□□□□□□場所：第４委員会室

□

１ 開 会

２ 国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係

（１）付託案件の審査

第 ５３号議案 平成２９年度大分県一般会計補正予算（第９号）

（本委員会関係部分）

（２）諸般の報告

①国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の準備状況について

３ 会計管理局、議会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局関係

（１）付託案件の審査

第 ５３号議案 平成２９年度大分県一般会計補正予算（第９号）

（本委員会関係部分）

第 ６３号議案 平成２９年度大分県用品調達特別会計補正予算（第１号）

（２）その他

４ 総務部関係

（１）付託案件の審査

第 ２０号議案 職員の退職手当に関する条例等の一部改正について

第 ５３号議案 平成２９年度大分県一般会計補正予算（第９号）

（本委員会関係部分）

第 ５４号議案 平成２９年度大分県公債管理特別会計補正予算（第１号）

（２）諸般の報告

①県税事務所の見直しについて

（３）その他

５ 企画振興部関係

（１）付託案件の審査

第 ５３号議案 平成２９年度大分県一般会計補正予算（第９号）

（本委員会関係部分）

（２）諸般の報告

①九州北部豪雨災害及び台風第１８号災害復旧・復興推進計画の進捗状況について



②ラグビーワールドカップ２０１９大分開催に係る開催経費と経済波及効果について

（３）その他

６ 協議事項

（１）参考人招致について

７ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、総務企画委員会を油布委員長

開きます。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けま

した議案４件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係の審査に

入ります。

まず、第５３号議案平成２９年度大分県一般

会計補正予算（第９号）のうち、本委員会関係

部分について、執行部の説明を求めます。

それ土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長

では、第５３号議案平成２９年度大分県一般会

計補正予算（第９号）のうち、国民文化祭・障

害者芸術文化祭局関係について御説明いたしま

す。

お手元の総務企画委員会資料の１ページをお

願いいたします。

歳出予算総括表の一番下になりますが、補正

額（Ｂ）欄の合計欄にありますとおり、今回７，

５８９万３千円の増額をお願いするものでござ

います。

この主なものでございますが、企画・広報課

と事業推進課の補正額（Ｂ）欄の括弧書きの中

にございますように、国民文化祭実行委員会及

び全国障害者芸術・文化祭実行委員会の負担金

等とを合わせて、事業費計①の欄３,３３３万

８千円を減額するものでございます。また、人

件費計の補正額（Ｂ）欄の括弧書きにあります

ように、平成２９年度当初予算の編成時には平

成２９年度の体制が不明なため、平成２８年度

の現員４名で積算しておりました人件費につき

まして、平成２９年度の給与費上の現員である

１９名に合わせたことに伴い、１億９２３万１

千円を増額したことによるものでございます。

今回の補正によりまして、一番下の列になり

ますけども既決予算額（Ａ）欄の２億７，０６

７万４千円と合わせまして、一番右下にありま

す補正後予算額（Ａ＋Ｂ）の欄にありますとお

り、３億４，６５６万７千円という金額になり

ます。

次に、主な事業について御説明いたします。

資料が替わりまして申し訳ありませんが、厚

い平成２９年度補正予算に関する説明書の１３

０ページをお願いたします。

一番下の国民文化祭開催準備事業費２，８７

３万円の減額でございます。

これは右側の説明欄にございますが、実行委

員会負担金が主なものでございまして、県実行

委員会から市町村や芸術文化団体への支援事業

の実施におきまして、各団体からの申請額が当

初の見込みを下回ったことによるものです。

次に、１６１ページをお願いします。

上から四つ目の全国障害者芸術・文化祭開催

準備事業費４６０万８千円の減額でございます。

これは、プレイベントの展示企画の変更によ

りまして、開催経費が減額となったことによる

ものです。なお、実行委員会と県の執行区分を

一部変更したため、右の説明欄のとおり項目ご

との金額が増減いたしております。具体的に申

し上げますと、補助金の増につきましては大分

県障害者社会参加推進センターが開催いたしま

す、ときめき作品展を実行委員会から県福祉保

健部が直接執行する補助金として計上したもの

です。また、委託料、推進費の減につきまして

は、発掘調査事業費と人材育成事業費を実行委

員会での執行とするため、負担金としたことに

よるものでございます。

説明は終わりました。これより質油布委員長

疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

質疑もないようでありますので、油布委員長

これで質疑を終了します。

なお、この採決は企画振興部関係の審査の際

に一括して行います。

それでは、執行部から報告の申出があります

ので、これを許します。

それでは、国民文化祭、全秋月事業推進課長

国障害者芸術・文化祭の準備状況について御説
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明させていただきたいと思います。

お配りしています総務企画委員会資料の２ペ

ージをお開きください。まず、芸術文化団体事

業についてでございます。

１番目の平成２９年度芸術文化団体等育成事

業でございます。この事業は、芸術文化団体に

よる文化祭開催に向けた人材育成等に係る事業

に対して助成をするものでございます。助成率

は対象経費の４分の３以内で、助成限度額は５

０万円となっております。大分県連句協会や大

分交響楽団、大分県水墨画協会など３４団体が

実施しました人材育成事業――例えばオーディ

ションを行ったり、合同練習会を実施したり、

ワークショップを行ったり、奈良大会の視察に

出向いたりなどといった取組に助成しておりま

して、助成額は１，３９９万５千円となってお

ります。

次に、２番目の主な芸術文化団体の準備状況

についてでございます。

まず左上ですけれども、おおいた洋舞連盟と

全国公募参加者の皆さんで実施をいたします、

洋舞踊の祭典についてでございます。１０月２

１日の日曜日１３時３０分からｉｉｃｈｉｋｏ

総合文化センターのグランシアタで開催予定で

ございます。クラシックバレエやコンテンポラ

リーダンス、全国公募作品で構成されておりま

して、洋舞連盟所属の皆さんはもちろんのこと、

東京など首都圏で活躍されているゲストダンサ

ーもお招きして実施する予定にしております。

全国公募の作品では、千葉県や愛知県、和歌山

県等から、ジャズダンスやタップダンスなど６

作品が披露される予定となっております。

次に、右側を御覧ください。

大分県日本舞踊連盟と全国公募参加者の皆さ

んで実施いたします日本舞踊の祭典についてで

ございます。１１月１１日の日曜日午前１０時

からｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センターのグラン

シアタで開催されます。

群舞やこども舞台、全国公募作品で構成され

ておりまして、県内の日本舞踊愛好家の皆さん

や連盟所属の子どもたちによる舞踊が披露され

ることとなっております。全国公募の作品では、

北海道や青森県、秋田県などから１３作品が披

露される予定となっております。

洋舞踊の祭典、日本舞踊の祭典ともに、演目

の構成内容もほぼ固まりまして、これから練習

が本格化することとなっております。このほか、

オーケストラと合唱の祭典やオペラの祭典、お

茶の祭典などにつきましても、着々と準備が進

められております。また、後ほど御覧いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。

続きまして資料３ページを御覧ください。

市町村実行委員会事業について御説明いたし

ます。１番の平成２９年度市町村実行委員会事

業への支援についてでございます。

この事業は、市町村実行委員会のリーディン

グ事業の開催準備やプレイベント等での広報経

費に対して助成をするものでございます。

一つ目のリーディング事業準備事業ですが、

助成率は対象経費の３分の２以内で、助成限度

額は１００万円となっております。事業の企画

であったり、特別出演者との交渉であったり、

先催県への調査であったり、そうしたリーディ

ング事業の準備に対して助成をしたものでござ

いまして、助成額は９３８万８千円となってお

ります。

二つ目はプレイベント等ＰＲ事業で、助成率

は対象経費の３分の２以内で、助成限度額は５

０万円となっております。（「５万円になっち

ょんで、ゼロが一つ足りんで」と言う者あり）

失礼いたしました、資料を訂正させていただ

きます。５０万円を限度額として支援していま

す。（「さっきのところも１００万円じゃなく

て１０万円になっちょんで」と言う者あり。）

一つゼロが足りませんでした、大変申し訳あり

ません。リーディング事業が１００万円、プレ

イベントの方が５０万円を限度額としておりま

す。大変失礼をいたしました。

ポスターやチラシの印刷、ＰＲグッズの作成、

新聞の広告などプレイベントのＰＲに対して助

成しておりまして、助成額は４３９万６千円と

なっております。

次に２番目では、支援を実施したリーディン

グ事業の中から、その準備状況について御説明
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をさせていただきます。

最初に宇佐市ですけれども、神と仏の祭典と

しまして、東大寺サミットや雅楽、神楽、ダン

スのステージ等を実施することとしております。

今年度は、奈良大会の閉幕に合わせまして、宇

佐市の皆さんが東大寺でプレイベントを実施し

まして、おおいた大会のＰＲを行ったところで

ございます。現在は、雅楽や神楽などの出演者

の調整を行っているという状況でございます。

杵築市では、きつき大茶会としまして、茶道

のほか、古今東西の喫茶等のブースを設置しま

して大茶会を開催することとしておりますけれ

ども、昨年１０月にはプレイベントを実施しま

して、気運醸成を図ったところでございます。

現在、大会に出展する店舗の選定方針などを検

討しているところでございます。

津久見市では、地球の歴史と繋がる宇宙ロマ

ンとしまして、全国の合唱団による祭典と、市

内の中学校や高校の美術部や障がいのある方が

作成するフレスコ画の展示を行うこととしてお

ります。合唱の祭典につきましては、現在、参

加団体の募集を行っておりまして、フレスコ画

につきましては、原画制作などの準備を進めて

いるところでございます。

豊後大野市につきましては、大分アジア彫刻

展の特別企画としまして、朝倉文夫先生の母校

であります東京藝大と連携をいたしまして、地

元の木材を使用して、巨大寝ころび招き猫を制

作いたします。今年度は、木材選定などの準備

を進めているところでございます。

中津市では、なかつ水灯り２０１８としまし

て、光のアーティストとして活躍されておりま

す高橋匡太さんをお招きして、中心市街地や耶

馬溪地域を光のアートで演出するとともに、市

民参加によるワークショップの作品や障がい者

アートなどを展示することとしております。今

年度は、アーティストによります現地調査を実

施するとともに、市民参加の作品制作の準備を

進めているところでございます。

続きまして、資料の４ページをお開きくださ

い。全国障害者芸術・文化祭準備事業について

御説明をさせていただきます。

昨年９月末から１１月上旬にかけまして、プ

レイベントを実施したところでございます。

まず最初の、アート展Ａｃｔｉｏｎ！では、

全国の障がい者アートを支援する取組の紹介や

関連作品の展示を行いまして、県内で福祉を学

ぶ学生を招待し、ガイドによる説明やパフォー

マンス体験などを実施したところでございます。

あわせて、障がい者アートを活用した商品化の

取組紹介のほか、ワークショップやトークセッ

ションなども開催したところでございます。

次の、まちなかアート！では、障がい者アー

トを竹町通りと中央町商店街で展示いたしまし

て、多くの方々に御覧いただいたところでござ

います。さらに、ダンスステージ発表会では、

障がいのある方と学生ボランティアさんなどの

障がいのない方が一緒になってダンスの披露を

行ったところでございます。

続きまして、資料の右上を御覧ください。

２番目の人材育成についてでございます。

さきほど御説明いたしましたダンスステージ

の練習会を７月から実施をいたしまして、学生

ボランティアが障がい者のサポートや一緒にダ

ンスのレッスンなどを行うなどして交流を重ね

たところでございます。

３番目の芸術性の高い作品の発掘調査につい

てでございますけれども、文化祭での展示発表

につなげるために、有識者とともに障がい者福

祉施設や特別支援学校等を訪問いたしまして、

作品の掘り起こしを行いました。今年度は５０

０を越える作品の調査を行ったところでござい

ます。

ただいまの報告について、何か御油布委員長

質疑はありませんか。

市町村実行委員会のリーディング事麻生委員

業とプレイベント事業についての御説明があっ

たんですが、リーディング事業１３市町、プレ

イベント事業１７市町村、これは入っていない

市町村をちょっと言ってもらっていいですか。

リーディング事業につきま秋月事業推進課長

しては、大分市と別府市、国東市、九重町、姫

島村となっています。主に国の補助金であった

りとか、民間の団体の助成金であったりとか、
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既存の市や町のお金などを使ってリーディング

の準備を行ったところでございます。

プレイベントにつきましては、豊後高田市が

使用しておりませんが、これも県の総合補助金

を使いましてＰＲを行ったというところでござ

います。

はい、分かりました。麻生委員

この市町村実行委員会事業と、その後ろの全

国障害者芸術・文化祭、今回初めて地域レベル

で両方一緒にやるという部分なので、ぜひうま

くやって頑張ってほしいと思います。

ちょっとした話ですが、上のこの文化堤委員

団体の準備で大きなやつがいろいろあるよね。

これは入場料とか要るの。

すみません。入場料につい秋月事業推進課長

ては、他県の例などを参考にして今検討してい

るところでございます。他県では徴収している

団体等もございます。

はい、分かりました。安くしてくださ堤委員

い。

はい、検討します。秋月事業推進課長

ほかにございませんか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、以上をもちまして、国油布委員長

民文化祭・障害者芸術文化祭局関係の審査を終

わります。

執行部は、お疲れさまでした。

〔国民文化祭・障害者芸術文化祭局退室、

各局入室〕

これより各局関係の審査に入りま油布委員長

す。

まず、第５３号議案平成２９年度大分県一般

会計補正予算（第９号）のうち、本委員会関係

部分について、会計管理局から順次説明を願い

ます。

会計管理局の補正予算のう小石会計管理局長

ち、歳出の主なものについて御説明申し上げま

す。

この一番厚い説明書の１１７ページをお開き

願います。

第２款第１項総務管理費第６目会計管理費６

３１万８千円の減額でございますが、このうち

主なものは用度管財課の会計管理費４２４万９

千円の減額でございます。

これは、右の説明欄の一つ目にありますよう

に、用度事業費の収入証紙取扱手数料の減等に

よるものであります。

続きまして、１１８ページの第７目財産管理

費の６，７４０万７千円の減額でございますが、

このうち主なものは用度管財課の県庁舎管理費

３，７００万８千円の減額でございます。

これは、説明欄にありますように清掃等委託

料並びに光熱水費などの管理運営費が入札残等

により見込みを下回ったものでございます。

次に、１２０ページをお願いいたします。

第８目県庁舎別館及振興局費のうち会計管理

局については、用度管財課の県庁舎別館管理費

２５０万６千円の減額でございます。

これは、説明欄にありますように管理運営費、

光熱水費などでございますが、入札及び節減の

効果により見込みを下回ったものでございます。

次に、債務負担行為の追加について御説明し

ます。３８３ページでございます。

上から１段目にあります用度管財課分の大手

町駐車場管理費９４４万８千円の限度額を、２

９年度から３０年度にかけて設定するものでご

ざいます。これは、大手町駐車場――県庁舎の

向こうにありますが、料金徴収業務等委託にお

いて、年度開始の４月１日午前７時から業務を

行うことができるよう、３月中に一般競争入札

を実施することによるものでございます。

議会事務局関係について御酒井議会事務局長

説明申し上げます。

予算説明書の１０７ページをお開きください。

第１款第１項議会費の今回の補正予算は、右

肩にございますように２，８６０万９千円の減

額でございます。その内訳ですが、表の一番左

の目欄、第１目議会費については表の左から３

列目の補正予算額欄にありますように３，１０

９万１千円の減額でございます。

その主な内訳ですが、中ほどの事業名欄の一

番上、議員報酬手当等につきましては県議会議
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員辞職に伴い１名欠員となったことによる減額

となった一方で、期末手当が増額となり全体と

して１，３０８万９千円の減額となったもので

ございます。その下、議会運営費の１，８００

万２千円の減額は、議員１名の欠員に伴う政務

活動費の減額と旅費の実績による減額等による

ものでございます。

次の１０８ページを御覧ください。

第２目事務局費でございます。主な内訳です

が中ほどの事業名欄の一番上、給与費４９１万

３千円の増額は条例改正に伴う職員の勤勉手当

の増額、それから超過勤務手当の増額などによ

るものでございます。その下、事務局運営費の

２４３万１千円の減額は、今年度から会議録作

成方法を、速記から録音反訳へ変更したことな

どによる会議録作成経費の減額が主な理由でご

ざいます。

人事委員会関係につ下郡人事委員会事務局長

いて御説明申し上げます。

説明書の１５１ページを御覧ください。

今回、人事委員会費の補正予算額は、欄外の

右上に記載しておりますとおり１４６万３千円

の減額となっています。

この減額は事務局費に係るもので、その内訳

としましては、給与費が２６０万７千円の減額、

任用関係事業費が１１４万４千円の増額という

ものでございます。任用関係事業費の増額の主

なものは、試験区分の増加に伴う試験問題利用

料の増加でございます。

監査事務局関係の補正予算安部監査事務局長

につきまして御説明申し上げます。

同じく説明書の１５３ページをお開き願いま

す。

監査事務局関係の補正予算につきましては、

右肩に記載してありますとおり２３３万５千円

の減額となっております。

まず、第１目委員費ですが、５１万８千円の

減額でございます。その内訳は、期末手当の改

正に伴う常勤監査委員の給与費の増額３万９千

円と旅費、交際費の節約による監査経費の減額、

５５万７千円でございます。

次に、第２目事務局費ですが１８１万７千円

の減額でございます。その内訳は、事務局職員

の給与費の減額１２４万１千円と事務局運営費

の減額５７万６千円でございます。給与費の減

額につきましては、時間外勤務手当の実績が見

込みを下回ったことによるものでございます。

事務局運営費の減額につきましては、旅費、需

用費及び使用料賃借料の節約などによるもので

ございます。

以上で説明は終わりました。これ油布委員長

より質疑に入ります。

さっきの庁舎管理の関係で、清掃委託堤委員

業務１千万円のマイナス、これは多分入札の関

係もあるのかなと思うんだけれども、ちょっと

大きいなと思うんですよ。その下の清掃等委託

料もマイナスの１６６万１千円とあるんだけれ

ども、この１千万円のマイナスの大きな要因と

いうのは何ですかね。

清掃につきましては、２年小石会計管理局長

前からでしたか、地域ごとに一括してまとめて

入札するようにいたしました。そうすることに

より、入札の競争性が高まりまして、入札の減

が生じました。

じゃ、２年前も同じようにマイナスが堤委員

多かったちゅうこと。今回初めてやろ。

２年前から順次やっていま小石会計管理局長

す。長期継続契約をやっていますので、その終

期が来て、順次やりまして、一応予定としまし

ては来年度までで大体グループの一括入札が終

了する予定でございます。

はい、分かりました。堤委員

その結果、地場の中小企業の調達目麻生委員

標と額が達成できていない分野もちょっとある

みたいだし、こういった役務に関しては、働き

方改革とか最低賃金がちゃんと支払われている

かとかいう部分は、引き続き委託先会社の動向

をしっかりチェックするようにお願いしておき

たいと思います。

それと１点質問でありますが、人事委員会で

任用関係の事業費が上がったということで、い

ろんな項目をチェックすると。最近、例えば県

警の採用にしても不祥事が多いじゃないですか。

採用とか、あるいは直後の研修の在り方にも活
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用できるような採用試験、テストの手法という

か、いろんな業者の試験を使っていると思うん

ですが、その辺りの実態と見直しの考え方とか、

人事委員さんたちがその辺りについて、どうい

う発言をしていらっしゃるのか、ちょっと聞き

たいと思います。

職員の採用におきま下郡人事委員会事務局長

しては、人物重視ということを第一に考えてお

ります。

最近といいますか、実は２年前から面接の手

法について回数を増やして、時間も増やして、

あと配点も増やして、コミュニケーション力で

すとか倫理観、正義感についても見極めるよう

にしているところでございます。

問題につきましては、当然、教養とか、きち

っと見て確かめる。それと並行して点数だけが

良ければいいということではなくて、採用にお

いて１次試験での採用予定に基本としては３倍

採るようにして、その中で人物を見極めていく。

そういうような形で随時見直しを行い、人事委

員会に御相談しながら、そういう採用試験を考

えていっているところでございます。

ＳＰＩ、今いろいろ変わっているん麻生委員

だろうと思うんですが、いろんなテスト方式が

ある中で、それを性格とか、内向性、外向性と

か、いろんなコミュニケーション能力とか、幾

つかの指標をしっかりとデータ分析して、それ

を採用以降の研修にも役立てるようなテストで

あるべきだと思うんですね、幾らか高くても。

そして、特に性的な嗜好というか、そういっ

たことで問題を起こして首になっている職員が

余りにも多過ぎるというか、そういった部分に

ついても最近いろんなテストが開発されている

みたいなので、採用時点で、ぜひそういった部

分もしっかりと新たなテストを導入することも

検討して、その上でやってほしいと思います。

ほかに何かないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

御質疑もないようでありますので、油布委員長

これで質疑を終わります。

なお、この採決は、企画振興部関係の審査の

際に、一括して行います。

次に、第６３号議案平成２９年度大分県用

品調達特別会計補正予算（第１号）について、

執行部の説明を求めます。

それでは、この説明書の一小石会計管理局長

番最後ですが、４４９ページをお願いいたしま

す。

平成２９年度大分県用品調達特別会計補正予

算（第１号）について御説明いたします。

この特別会計は、県の機関で使用する消耗品

や備品の調達事務を一元的に行うために設けて

いるものでございます。補正予算額は、歳入、

歳出とも総額で８,７１１万４千円の増額でご

ざいます。

次の４５０ページを御覧ください。

歳入の第１款用品調達費第１項用品収入第１

目用品収入は、本庁各課や地方機関など一般会

計からの用品収入が８,６９０万５千円の増額

となっております。

これは、印刷物や消耗品、備品等を購入する

経費について、関係課からの要求が当初の見込

みを上回ったことなどによるものでございます。

なお、次のページの歳出の第１款用品調達費

第１項用品調達費第２目用品費の８,６９０万

５千円の増額と同額になっております。

また、歳入の方の第１目用品総務費２０万９

千円の増額につきましては、平成２８年度の決

算剰余金の確定に伴い、一般会計への繰出金を

増額するものであります。

続きまして、繰越明許費でございます。

資料が替わり恐縮ですが、追加議案の７７ペ

ージをお開き願います。

事業名欄にあります用品購入費については、

６，１９０万５千円の限度額の承認をお願いし

ております。

これは、地域農業振興課が予算計上している

水産研究施設機能移転整備事業に係る備品購入

費額につきまして、繰越の承認をお願いするも

のでございます。なお、水産研究施設機能移転

整備事業自体も繰越明許のお願いをしておりま

す。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。
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つまり、６，１９０万円の繰越しで、堤委員

これは８，６９０万円の中にも入っているとい

うことやね。

それで、それをどければいくらになるのかな、

２，５００万円ぐらいか。当初予算で、それで

少なく見積もっていたということなんだけれど

も、その用品購入というのは、大体そんなに変

わらないんじゃない、このセンターとはちょっ

と別にしてね。やっぱり２，５００万円もの差

が出るというのは、何らかの特別に用品が必要

だったという状況があるんですか。

さきほどのセンターの関係安藤用度管財課長

の部分は、おっしゃられたとおりなんですけれ

ども、私ども用品調達特別会計につきましては、

これは内輪の形になっておりまして、主体的に

本課が予算を執行するわけでなくて、原課から

要求があってという形になっていますので、ど

うしてもこの補正の時期に差が出てくるという

ことで、今回、センターの分もあったんですけ

れども、そのほかの部分も、そういったことで

若干収入、見込みが上回ったということで御理

解いただければと考えています。

理解しました。堤委員

ほかに何かありますか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ないようでありますので、これよ油布委員長

り第６３号議案について採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、付託案件の審査を終わります。この

際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようでありますので、こ油布委員長

れで各局関係を終わります。

執行部の皆さんは、お疲れさまでした。

〔各局退室、総務部入室〕

これより総務部関係の審査に入り油布委員長

ます。

まず、第２０号議案職員の退職手当に関する

条例等の一部改正について、執行部の説明を求

めます。

第２０号議案職員の退職手当に藤原人事課長

関する条例等の一部改正について、御説明申し

上げます。

議案書は２１２ページですが、別途配付して

います総務企画委員会資料で説明させていただ

きます。資料の１ページをお開きください。

まず、１の改正理由についてです。

国家公務員が退職手当支給額を引き下げたこ

と等を考慮して、本県におきましても退職手当

額の引下げを行う必要があるため、所要の改正

を行うものであります。なお、図にありますと

おり、今回の引下げは５年ごとに行われる退職

給付水準の官民比較を人事院が行った結果、公

務が民間を７８１千円上回ったことによるもの

であります。

次に２の改正内容についてです。

まず、（１）の一般職職員の退職手当の引下

げでございますが、具体的には、官民均衡を図

るために設けられている調整率を１００分の８

７から１００分の８３．７に引き下げるもので

あります。なお、前回５年前の退職手当の引下

げ時に、他県では駆け込み退職とされる事例が

生じたことを踏まえ、総務省からは行政運営に

支障が生じないよう必要な措置を講ずることと

いう通知を受けており、本県においても県民サ

ービスの低下につながる駆け込み退職は避けな

ければならないことから、平成３０年３月３１

日に定年退職する職員等については、経過措置

として調整率を１００分の８５．９とすること

としております。この経過措置につきましては、

職員の雇用主である県として、長年にわたり県

政発展に尽力してきた職員が定年を迎えるにあ

たり、３月末まで士気高く職務を全うできる環

境を整えるという観点から設けさせていただい

たものであります。

続いて、（２）の特別職常勤職員の退職手当

の引下げでございますが、一般職職員の退職手

当の引下げ等を考慮し、支給割合を３．３７％
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引き下げるものであります。

続いて（３）の規定の整備でございますが、

地方独立行政法人法の一部が改正されることに

伴い、職員の退職手当に関する条例における一

般地方独立行政法人の引用条文を改めるもので

す。現行では、一般地方独立行政法人という文

言の定義を地方独立行政法人法第８条第３項か

ら引用しているところ、改正後は同法の第８条

第１項第５号から引用することに改めるという

ものであります。

最後に３の施行期日についてであります。

２の（１）及び（２）の退職手当の引下げに

ついては、国家公務員退職手当法が平成３０年

１月１日から既に施行されていることや引下げ

の要因となった退職給付水準の官民比較が平成

２７年度の調査結果であること等を踏まえ、本

県においても可能な限り速やかに実施する必要

があるため、先議案件として議決をいただけれ

ば、速やかに公布、施行したいと考えておりま

す。また、２の（３）の規定の整備につきまし

ては、地方独立行政法人法の改正と合わせ、平

成３０年４月１日としております。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。

もう中身は、さっき質疑をやったから堤委員

言わないけれども、質疑で言った課長補佐級の

退職金が、仮に今年の３月辞めましたと、その

ときの実支給額が大体平均で分かれば。

それと、来年丸々引下げになったときの支給

額が分かれば。あと、知事のやつもちょっと教

えて。分かりますか。

勤続３８年６０歳定年退職の場藤原人事課長

合のモデルケースであります。

平成２９年度末で２，１２２万１，８３６円

ですから、平均額とすると減額幅が２４万６，

７８８円でございます。これが平成３０年度以

降になりますと、退職金の総額は２，０７２万

８，２６２円、減額幅は７４万３６２円であり

ます。

それから知事でありますが、任期４年で満了

したときの退職金は、３，３５２万５，４７７

円が３，２４０万７，９６１円、減額幅は１１

１万７，５１６円となります。

ごめん、その一覧表をちょうだい。堤委員

はい。藤原人事課長

さきほどの議論のやり取りを聞いて、麻生委員

説明はよく分かりました。ただ、産業別の雇用

者シェアに対する業種別一人当たりの現金給与

の総額、支給額ですね。これを見たときに、公

務の給与総額が突出して高いわけですよね。大

分県を見ると、公務に係る部分が６７３万円と

いうデータがある中で、割りかし高いと言われ

ている工業とか採石とかこういったのが３９４

万円。大分県は製造業は割りかしコンビナート

があるからということで３５３万円、一方農業

が１５８万円といった実態ですね。こういった

部分をしっかりと踏まえながら、全体が底上げ

できるように公務員も公務として頑張ってほし

いなと、そのことだけを申し上げておきたいと

思います。終わります。

ほかに何かないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

御質疑もないようでありますので、油布委員長

これより第２０号議案について採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

これは異議があります。堤委員

内容はもう、さきほど言ったとおり。また、

明日討論しますから。異議があります。

御異議がありますので、挙手によ油布委員長

り採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに賛成の方は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

賛成多数であります。油布委員長

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

次に、第５３号議案平成２９年度大分県一般

会計補正予算（第９号）のうち、本委員会関係

部分について、執行部の説明を求めます。

それでは、お手元の総務企画委尾野総務部長

員会説明資料２ページをお開き願います。

第５３号議案平成２９年度大分県一般会計補
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正予算（第９号）のうち、歳入全般と総務部関

係の歳出について御説明いたします。

冒頭にありますように、今回の補正予算では

国の補正予算を積極的に受け入れ、災害からの

早期の復旧を目指すとともに、防災・減災対策

や農林水産業の体質強化の事業費を計上し、景

気回復の流れを後押しします。あわせて、安心

・活力・発展プラン２０１５の実現に向けた取

組を前倒しで実施するとともに、年度末におけ

る予算の整理として、当初予算で計上した義務

的経費や県制度資金など、事業執行に応じた所

要の補正を行うこととしています。

まず、歳入全般について御説明いたします。

お手元の議案書の１ページをお開きください。

第１条にありますように、今回の補正額は、

１９２億９，５２９万５千円の減額であります。

既決予算額からこれを差し引いた累計は、６,

１７５億８，８６５万６千円となります。

その主な内容につきまして説明します。２ペ

ージをお開き願います。

表の上から２段目、第１款県税についてです

が、右から２列目補正額欄にありますとおり、

４億円の増額となります。これは、その三つ下

の段の第３項地方消費税について、貨物割が原

油輸入量の減少により減収となり、２０億５８

７万９千円の減となりますが、その二つ上の段

の第１項県民税及び第２項事業税が、個人所得

や企業業績の改善により、それぞれ３億１，１

０９万４千円、１０億６，３０１万５千円の増

となるほか、３ページの一番上段の第７項自動

車取得税や第８項軽油引取税などにおいても、

増収となることによるものであります。

同じく３ページ、中ほどの第２款地方消費税

清算金５億７，０８２万２千円の減ですが、こ

れは本県税収同様、貨物割を中心に全国ベース

の地方消費税も減収となったことに伴い、他の

都道府県から入ってくる清算分が減額となった

ものであります。

その下の第３款地方譲与税１２億８，２００

万円の減は、地方法人特別譲与税の国からの払

込額の減少によるものであります。

次に、４ページをお開きください。

一番上の段の第５款地方交付税については、

１９億４，４３２万１千円の増となっています。

これは、普通交付税の算定において臨時財政対

策債の配分が５億円の減少となり、それが交付

税に振り替えられたことや、収入額のうち、地

方譲与税の算定額が見込みを下回ったものなど

によるものです。

次に、５ページをお願いします。

第１０款財産収入については、１億４，２１

６万円の増となっております。これは、旧佐伯

豊南高校の土地・建物の佐伯市への売却などに

よるものでございます。

その下の第１１款寄附金は、九州北部豪雨災

害の被災地支援のための寄附金などにより、１

億６，５５４万６千円の増となっております。

その下の第１２款繰入金は、６４億７，１１

１万３千円の減となっています。これは、執行

段階での節約や人件費、公債費など義務的経費

の減等により、当初予算等で予定していた財政

調整用基金の取り崩し１１９億円のうち４０億

円を繰り戻すことなどによるものでございます。

次に、６ページをお開きください。

第１４款諸収入は、１４１億３，６５２万２

千円の減となっていますが、これは、中小企業

県制度資金における融資実績が見込みを下回っ

たことによる県からの預託金約１１０億円の減

が主な要因であります。

その下の第１５款県債については、国の補正

予算の受け入れに伴い補正予算債を６６億円追

加発行する一方で、公共事業費及び臨時財政対

策債等の確定に加え、公債費の後年度負担の軽

減を図るため、交付税措置のない県債の発行を

抑制したことなどの結果により、８億６，４８

０万円の増となっております。

今回の３月補正を加味した基金及び県債の残

高ですが、お手元の総務企画委員会説明資料に

お戻りいただいて、３ページでございます。

財政調整用基金残高は、下から３行目の財政

調整用基金繰戻しの右側の括弧にございますけ

れども、２９年度末の残高は３５８億円となり

ます。また、県債残高についてはその下の括弧

の中、２９年度末で総額１兆３４５億円となり
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まして、５年連続で前年度を下回ることとなっ

ております。

以上が歳入全般ですが、引き続き、総務部関

係の歳出について御説明いたします。資料の６

ページを御覧ください。

平成２９年度３月補正予算案（第９号）総務

部歳出予算案総括表（一般会計）の一番下の合

計欄、左から３列目にありますとおり、今回の

補正額は２４億７，３５３万９千円の増額です。

これに既決予算を加えた累計額は、１，５９９

億３，０９７万２千円となります。増額補正の

主な要因は、公債管理特別会計繰出金の増など

によるものでございます。

次に、繰越明許費について御説明いたします。

今度は、薄い追加議案書にお戻りいただき、１

４ページをお開きください。

表の左から３列目の事業名の３段目、第２款

第１項総務管理費、公用車等駐車場再配置事業

費７３６万７千円です。

これは、公用車駐車場に改修する大手町駐車

場は、都市計画法で定められた都市施設となっ

ており、用途を変更する際には大分市の都市計

画を変更する必要があります。そのため大分市

との調整に日数を要したことなどにより、年度

内に建築設計委託を終えることが困難となった

ため繰越しをお願いするものです。

次に、３０ページをお開きください。

債務負担行為補正についてですが、まず、

（１）追加分についてであります。２の県職員

の働き方改革推進事業１，４５４万６千円であ

ります。この事業は、職員の勤務時間を職員が

使用するパソコンの稼働状況により、客観的に

把握するシステムを導入するものです。予算計

上は平成３０年度でありますが、早期にシステ

ムを稼働させるため、債務負担行為を設定させ

ていただいて、本年度中に契約を行いたいとい

うものであります。

次に、３３ページをお開きください。

１の知事公舎建替事業であります。これにつ

きましては、地質調査の結果、地盤改良が必要

となり、予定していた工期を延長する必要が生

じたことから債務負担行為の変更をお願いする

ものであります。

次に、厚い方の予算説明書を御覧ください。

１３７ページであります。

一番下の段の第２款第３項第２目賦課徴収費

についてです。

１枚めくっていただき、１３８ページであり

ますが、中ほどの事業名欄の一番上、県税事務

運営費は８億９，８９８万６千円の増額となっ

ております。これにつきましては、法人２税等

の償還金及び還付加算金が見込みを上回ったこ

となどによるものでございます。

次に、ページが少し飛びまして３６５ページ

をお開きください。

第１２款第１項公債費であります。

表の右肩２行目にありますように、総額で２

３億５，４２７万２千円の増額をしております。

これは、大分県公債管理特別会計に関連してい

ますので、詳細は後ほど御説明いたします。

次に、３６７ページをお開きください。

第１３款第１項積立金であります。

表の右肩２行目にありますように、１，７３

５万８千円の増額です。これは、事業名欄にあ

る四つの基金にそれぞれ利息を積み立てるもの

ですが、運用金利が当初の想定を上回ったこと

による増額であります。

次に、３６８ページを御覧ください。

第２項地方消費税清算金から３７４ページ第

８項自動車取得税交付金までにつきましては、

税収の増減がございまして、それに応じて、所

要の補正を行うものであります。

以上で説明は終わりました。油布委員長

何か質疑はございませんか。

地方消費税の清算金で貨物割が全国的堤委員

に減ったという状況だったけど、その主な原因

というのは、どういうところにあるんですか。

地方消費税、貨物割は原油輸入吉冨税務課長

量の減、それが一番大きい要因です。

理由になったでしょうか。県税の関係堤委員

で、地方消費税で貨物割２０億円のマイナスに

なっているじゃないですか。さっきの説明で貨

物割の減、これも結局その輸入量の減、それは

大分県にとってみれば、入ってくるべきものが
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これだけ減ったということですか、輸入そのも

のが。

そういうことです。吉冨税務課長

ただ、税としてはこういう形で入ってくるの

は減っているんですけれども、最終的には清算

という形をとりますので、全国で集めたものを

一定の割合で配分をしております。ですから、

実質の分ということになると、これだけの影響

が出たというわけではないです。

あ、そうなんですか。堤委員

だからその２０億円と、この地方消費税清算

金で５億７千万円、これとの全国の清算金が５

億７千万円のマイナスということやろ。３ペー

ジの歳入のところの地方消費税清算金２番、マ

イナスの５億７，０８２万２千円。さっきの話

は全国で減にされたということだから、（「は

い」と言う者あり）全国の清算金で、全国が減

ったから大分県に精算するのも減ったちゅうこ

とやろう。（「そうです」と言う者あり）それ

プラス──プラスでいいのかな。この２０億円

との関係はどうなるの。

大分県は貨物割という割合、こ吉冨税務課長

れは大分県内に精油所があります。九州内では

１か所だけなんですけれども、この割合が、貨

物があるために原油の輸入は、ほとんど大分県

に入る形になります。そういう関係で落ち込み

が大きい、影響が出やすいということになりま

す。

そういうことなんですね。はい、分か堤委員

りました。

１点いいですか。繰越明許のところ麻生委員

で、公用車の駐車場の再配置事業に関する説明

があったんですが、それはそれとして、以前か

ら言っているように県下の各市町村、電気自動

車も普及しているみたいだし、例えば、各市町

村もそうだろうし、県民の方もそうなんでしょ

うけど、県庁にお越しいただいて、また、日田

とか佐伯とか竹田まで帰って行くのに、やっぱ

り急速充電とか充電器、間違いなく要るわけで

すから、せっかく──少し遅れたわけなので、

見直しをして、例えば、大手町駐車場の中でも

そういった施設を配置するにしても、十分研究

して配置とかいろいろやりかえないといけない

と思う。時代がそういう時代になっているので、

そういったことも配慮しながら、ぜひ県有地の

中での活用になると思いますので、研究してほ

しいと思います。もう要望でいいです。

ほかに何かないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

質疑もないようでございますので、油布委員長

これで質疑を終了します。

なお、この採決は企画振興部関係の審査の際

に一括して行います。

次に、第５４号議案平成２９年度大分県公債

管理特別会計補正予算（第１号）について、執

行部の説明を求めます。

第５４号議案平成２９年度大分佐藤財政課長

県公債管理特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明いたします。お手元の厚い方、平成２

９年度補正予算に関する説明書の３９３ページ

をお開きください。

今回の補正予算額は、１の総括表の歳入及び

歳出ともに左から３列目にありますように、２

３億６，４２７万１千円の増額で、既決予算額

にこれを加えた累計は、その右の列にあります

ように１，３３７億４万６千円となります。

その内容ですが、３９５ページをお開きくだ

さい。

表の上から３行目、第１目元金ですが、補正

予算額は３８億９，６８７万７千円の増となっ

ております。これは、将来の負担をできるだけ

軽減するため、発行済みの金利の高い県債を繰

り上げて償還することとしたことによるもので

す。

その下の第２目利子についてですが、補正予算

額は１５億１９１万円の減額となっております。

これは、今年度新たに発行した県債の借入利率

が想定を下回ったことなどによるものでありま

す。最後に、その下の第３目公債諸費でござい

ますが、中ほどの事業名欄の新規記録手数料

（借換債分）等について、県債の借換えにあた

り証券発行方式で行う場合に必要になる経費で

ございますが、予定していた借換えの大半が証

書発行となったことによりまして、３，０６９
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万６千円の減となったものでございます。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。

証券発行から証書発行になると、キャ堤委員

ッシュで来るという、借りるということですか。

証書の場合は、紙での契約書に佐藤財政課長

なります。証券の場合は流通をいたします。流

通するのに証券発行なり、登録手数料というの

を払わないといけないので、証書の場合は、も

ういわゆる契約書と同じように、書面で相手方

の金融機関とお金についての借り入れについて

の契約と一緒になります。どちらにしても現金

が入ってくる形になります。

はい、分かりました。堤委員

繰上償還は、まだ金利が高いの木付副委員長

が残っているんですか。

さきほど申し上げたように証書佐藤財政課長

借入れ等をすると、証券発行で借り入れた場合

については、県が借りたところの証券が流通し

ておりますので、なかなか繰上償還というのが

できなくなります。

中には、少し金利が高くても、その流通して

いるところについては、もう繰上償還とかでき

ない分もございます。ただ、そういった意味で

は、少し金利が高い分も残っている。それはも

う流通しているので、なるべく繰上償還ができ

る分については、金利の高い分は、ほぼ繰上償

還していっているというのが今の状況でござい

ます。

ほかに何かないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

質疑もないようでございますので、油布委員長

これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、執行部から報告の申出がありますので、

これを許します。

お手元の総務企画委員会説明資吉冨税務課長

料の７ページをお開きください。県税事務所の

見直しについて御説明いたします。

県税事務所の見直しについては、１の再編案

にありますとおり大分県税事務所に佐伯県税事

務所と豊後大野県税事務所の業務を集約し、両

事務所を廃止することとしております。

その下の再編の効果等についてですが、

（１）の専門性向上・指導体制の充実として、

再編により一つの税目を一人が担当する人員配

置が解消されることから、職員の専門性が向上

するとともに、チェックや指導体制の充実が図

られます。次の（２）の集約の効果として、管

理部門について６人程度の職員削減が見込まれ

ます。その下の（３）の移動時間については、

再編後においても大分県税から統廃合される佐

伯・豊後大野の両地域の中心まで、おおむね１

時間程度で移動は可能なことから、業務上特段

の支障はないものと考えております。

２は、昨年１２月に行われました第４回定例

会一般質問での質疑応答をまとめたものですが、

その内容については説明を省略させていただき

ます。

８ページを御覧ください。

次に、下の表３の市町村からの意見・要望を

御覧ください。これは、佐伯市、豊後大野市と

の意見交換等で出された意見や要望をまとめた

ものです。

１は、県税事務所の廃止により減免申請など

を行う場所が遠くなれば、利便性が低下するの

で、そうならないようにしてほしいという要望

です。県としては、統廃合される両市にある地

方機関に、減免申請等を行う窓口業務に必要な

人員を配置し、利便性が低下しないようにした

いと考えています。

２は、県税事務所廃止後の窓口では、書類の

確認が受けられず申請等の提出のみとなるため、

例えば、再度の来所や大分市まで行く必要がな

いようにしてほしいという要望です。利用する

地域住民が再度来所する必要がないよう、ワン

ストップで対応するため、税の専門性を有する

職員の配置を検討したいと考えています。

３は、県税事務所の廃止により個人県民税の

徴収業務を行う市町村との連携が弱まり、徴収
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率等に影響が出るのではないかという意見です。

これまでと同様、市町村との連携を強化すると

ともに、統廃合により生じた人員の市町村派遣

を検討したいと考えております。

これまでにいただいた意見や要望を踏まえ、

県民の利便性が低下することのないよう、地元

の理解もいただきながら、丁寧に進めていきた

いと考えています。

なお、見直しの時期につきましては、条例の

改正や県民への周知期間が必要であることから、

３１年度をめどに進めたいと考えております。

説明は終わりました。問題はない油布委員長

んじゃろうな。質疑などはありませんか。

これは県税事務所、大分県税に集約す堤委員

るということだね、この二つが。

それで、申告書、法人事業税とか個人事業税

の申告書があるよね。パソコンで申告するのは

いいんだけれども、持ってくる人がいるよね、

実際に。そういう方というのは、結局、佐伯に

住んでいる人は大分県税まで来にゃいけんわけ

ですか。

それにつきましては、地方機関、吉冨税務課長

今ある佐伯市、豊後大野市の地方機関に窓口を

設けます。ですから、ここの窓口では受け付け

ることができますので。

県税事務所の名前を書いた受付印があ堤委員

るよね、じゃ、あれを窓口で市の職員が押すと

いうことですか。県税職員の人がいるでしょう。

県の地方機関があります。吉冨税務課長

あ、県のね。堤委員

はい。吉冨税務課長

市町村からの意見のところで、１番玉田委員

と２番をまとめて考えると、窓口業務に必要な

人員として、税の専門性を有する職員の配置を

検討したいというふうに読み換えていいんです

か。

はいそうです。吉冨税務課長

そうですね。それで、例えば豊後大玉田委員

野の場合は、今ある機関としては土木事務所と

水利工事事務所の二つの機関なんですけど、そ

こにその専門性を有する職員の配置について検

討するということでよろしいんですか。

基本的にはそういう考えでおり吉冨税務課長

ますが、詳細につきましては来年度、まだもう

少し時間がありますので、意見を受けながらや

っていきたいと思っております。

今おっしゃるとおりで、豊後大尾野総務部長

野であれば土木事務所は想定をされます。佐伯

であれば南部振興局を想定しております。

３番に市町村との連携という表現も麻生委員

あるんですが、もっと言うと、県税の専門職員

が市町村のオフィスで、そういった相談業務も

含めて、県の事務所じゃなしに市町村に、もう

連携しながら市町村税と一緒に市町村の役所で

ということはあり得るんですか。

現在、辺地市町村──市町村同吉冨税務課長

士の市町村総合編入というのをやっております

し、県と市町村の総合編入というのをやってお

ります。市町村の身分を持つ県職員が今も行っ

ておりますので、そういったオフィスというん

ですか、現在も市町村の事務所で働いておりま

す。

事務所に。麻生委員

はい。吉冨税務課長

それで、要は県の機関に窓口を設け麻生委員

るということで、今、部長から想定は土木事務

所という話があったんだけど、もう土木事務所

じゃなしに、市町村の派遣している場所で、税

務に関わることはそこで一括して市役所の中で

やるということは、あり得るんですかという話。

可能性としては、あり得ると思尾野総務部長

います。

現状、県税事務所の窓口に来られる方は、一

つは軽油引取税の減免でありますとか、身障の

自動車税の減免でありますとか、そうしたもの

が非常に多いわけなんです。ところが、その市

町村と県との関係で言いますと、いわゆる住民

税と言われる県民税と市民税、市民税とあわせ

て県民税を今、徴収してもらっているという関

係があります。それで今、税務課長が言いまし

たように、県の税務職員が市町村の併任職員に

なって、今行っているんですけれども、そうし

たこともやっているので、だんだん垣根が下が

ってきています。可能性としては、そういうこ
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ともあるかなと考えております。

今のは佐伯と豊後大野なんだけど、実堤委員

際ない臼杵市とか津久見市とか、そういうとこ

ろにも県の機関に仮にそういう専任職員を置く

ということも検討されているわけ。

今のところは考えておりません。吉冨税務課長

そうか。分かりました。堤委員

パブコメについては、３０年度、こ麻生委員

れからですか。

パブリックコメントについては、吉冨税務課長

今のところ実施する考えではありません。

そうやな。はい。麻生委員

何で、パブコメに手を挙げなかったの。堤委員

何で。税金だけど、みんな関係するでしょう。

基本的には、地域に私たちも説吉冨税務課長

明に行きましたし、市からも存続の要望という

ものもいただきました。市議会の議長さんもお

見えになってという形になっていますので、市

の意見、市民さんの考えられていることは十分

受けていると考えています。

いやいや、だからこそ、市民の直接の堤委員

声を聞くべきじゃないの。だから、パブリック

コメントは別に難しい問題じゃないじゃない。

こういうふうに統合しますよ、利便性は下がら

んよと、そういうことで県民の方々に知らせる

ことが県としての本来言うと責務じゃないの。

一部の人に説明して、全部に説明したような

形に言いよるごたるけども、一部だけじゃだめ

じゃない。利便性が落ちないということは、県

民のための県税事務所やろ。統廃合するわけな

んだから。

だから、パブコメについては、やっぱりすべ

きでしょう。これ、難しいことじゃなかろう。

県の組織の改廃という点で、パ尾野総務部長

ブコメになじむかどうかというのは、ちょっと

いろいろ考えてみないといけないと思いますの

で、ちょっと検討させてください。

はい、お願いします。ほかに何か油布委員長

ないですか。

県有財産の利活用推進の特別委員会麻生委員

でしたか、県議会のほうからも以前、いろんな

こういった廃止案が出ている段階で、決定して

からじゃないとできない、後活用というか、こ

れはもう一部フロアだけということになるんで

しょうけど、そのフロアの利活用というのも、

並行して空いたら、即有効活用するぐらいのこ

とも必要になってくると思うので、それは承認

してからというか、方向性が固まってからなん

でしょうけど、こんな時代ですからスピードを

求められるので、あわせて、そこの利活用とか

いう部分についても、準備だけはしておく必要

があろうかと思うので、その指摘だけは申し上

げておきたいと思います。

ほかにないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、油布委員長

諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようでありますので、こ油布委員長

れで総務部関係を終わります。

執行部の皆さんは、お疲れさまでした。

それでは、残りの企画振興部の関係は、午後

１時からとします。

午後０時１４分 休憩

午後１時００分 再開

これより企画振興部関係の審査に油布委員長

入ります。

まず、第５３号議案平成２９年度大分県一般

会計補正予算（第９号）のうち、本委員会関係

部分について、執行部の説明を求めます。

それでは、第５３号議案平廣瀬企画振興部長

成２９年度大分県一般会計補正予算（第９号）

のうち、企画振興部関係について御説明申し上

げます。

総務企画委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。

企画振興部の歳出予算総括表でございます。

右から２列目、幅広い欄ですけれども、補正額

（Ｂ）欄の一番下の合計欄にございますとおり、

今回、２億８，９８２万３千円の増額をお願い

するものでございます。

これは芸術文化スポーツ振興課の補正額

（Ｂ）欄の括弧書きにありますとおり、地方創
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生を後押しするラグビーワールドカップ２０１

９に向けた着実な準備を行うため、交通輸送な

どソフト事業に対応するためのスポーツ振興基

金に５億円を積み立てることによる増や、観光

地域振興課の補正額（Ｂ）欄の括弧書きにあり

ますように、地域活力づくり総合補助金の減８，

１０５万円などが主なものであります。

左から２列目の既決予算額ですけれども、そ

の一番下、既決予算額７０億４，２２１万８千

円と合わせますと、一番右の一番下になります

とおり補正後の予算額（Ａ＋Ｂ）欄は、７３億

３，２０４万１千円となります。

次に、主な事業について御説明を申し上げま

す。

厚い平成２９年度補正予算に関する説明書の

１２８ページをお開きください。

一番上に、国東半島地域広域連携促進事業費

３，１８４万３千円の減額がございます。この

事業は、半島振興法に基づいて全額国庫補助金

を財源とした事業でありまして、今回、この国

庫補助金の採択状況が見込みを下回ったことに

より、一部を減額するものであります。

次に、その二つ下に地域活力づくり総合補助

金８，１０５万円の減額がございます。今年度

は、九州北部豪雨や台風第１８号に関する観光

の復旧・復興関連として、総合補助金を活用し

まして、県外での緊急の観光キャンペーンなど

を実施したところでございます。

一方、市町村では地域づくりの取組につきま

して、補助率の高い国の地方創生交付金を積極

的に現在活用していることなどから、総合補助

金の活用が当初の見込みを下回ったため、一部

を減額するものであります。

これにつきましては、来年度、総合補助金の

枠の見直しを行うこととしております。

次に、３４７ページをお開きください。

一番上、公立大学法人運営費交付金１億４０

万８千円の増額がございます。これは、県立芸

術文化短期大学における教員等の退職者の確定

――５名ということで確定いたしましたので、

退職金に係る経費の一部を交付するものであり

ます。

次に、その下に公立大学法人県立芸術文化短

期大学整備事業費８，６４５万２千円の減額が

ございます。これは主要施設であります音楽ホ

ール棟及び図書館の新築工事等の発注におきま

して、入札残が発生したことに加えまして、文

化財保護法に基づく埋蔵文化財調査が試掘調査

の結果、不要になったこと等により減額するも

のであります。

説明は終わりました。油布委員長

質疑ございませんか。

国東半島の補助金、あれは地元木付副委員長

の市が受入れをというか、今まで計画していた

のができなくなったということですか。

この事業は、国土交通岩崎地域活力応援室長

省が実施しています半島振興広域連携促進事業

というのがありまして、それを受けることによ

って、県が窓口となって事業実施主体に交付す

るものです。

４，５００万円ほど予定していたんですが、

それが１，４００万円ぐらいに採択が落ちたと

いうことです。それは市町村単独で行うことに

ついては、採択がちょっと難しいということで

国から伺っています。できなかったところは、

市の単独予算で実施しております。できるだけ

財源を取りたいということですけれども、全国

の予算が大体１億円なんですね。半島が国内で

２３地域ありまして、そのうちの１地域が国東

です。１億の中の１，４００万円確保している

ということで、頑張っているかなと私は思って

います。

確か３０年度も減額になってい木付副委員長

ましたよね、２９年度の予算に比べたら、３０

年度の予算もね。これを見越してということで

しょうか。これはまた３０年度の予算かなんか

で聞かな悪いんやけど。

３０年度の国の予算も岩崎地域活力応援室長

２９年度と同じで、増額はありません。したが

いまして、配分が期待できるところも大体同じ

ぐらいなんですが、倍ぐらいの予算で申請しよ

うかと思っております。

いいですか。ほかにないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕
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ほかに御質疑もないようでありま油布委員長

すので、これで質疑を終わります。

それでは、これより第５３号議案のうち、本

委員会関係部分について、総務部及び各局関係

を含め採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、付託案件の審査を終わります。

次に、執行部から報告の申し出がありますの

で、これを許します。

まず、私から昨年７月の九廣瀬企画振興部長

州北部豪雨災害及び９月の台風第１８号災害に

対する復旧・復興推進計画の進捗状況について

御報告を申し上げます。

復旧・復興推進計画の下、国や被災地と連携

しまして、被災者への支援をはじめ、農林水産

業、商工業等への支援、教育施設、文化財等の

復旧・復興、社会資本等の復旧・復興など、多

岐にわたる分野につきまして、取組を進めてま

いりました。

企画振興部関係につきましては、観光及びＪ

Ｒの復旧状況がございますので、御説明を申し

上げます。

それぞれ進捗状況全般につきましては、お手

元に復旧・復興推進計画の進捗状況という資料

がございます。これも御覧いただければと思い

ますけれども、説明につきましては、お手元の

委員会資料２ページをまずお開きください。

まず、観光について、観光の復旧状況につい

てでございます。委員会資料２ページの左上に

棒グラフと折れ線グラフがございますけれども、

宿泊客の動向のとおり、国内客とインバウンド

を合わせました宿泊客数につきましては、７月

の豪雨災害と９月の台風第１８号災害のダブル

パンチによりまして、太枠で９月のところを囲

んでいますけれども、９月には対前年同月比８

７．５％ということで宿泊客数が減少しており

ましたけれども、一番右端の本年１月のところ

では対前年同月比で１０２．８％ということで、

１００％を超えて回復してきたところでござい

ます。

次に、ＪＲ九州の復旧状況について御説明し

ます。３ページを御覧ください。

九州北部豪雨災害につきましては、久大本線

の日田駅から光岡駅間と日田彦山線の夜明駅か

ら添田駅間が不通となりまして、現在、バスに

よる代行輸送が行われております。

久大本線につきましては、本年７月中には運

行再開見込みということでＪＲ九州から発表さ

れております。また、日田彦山線につきまして

は、鉄道の早期復旧に向けて事務レベルの協議

を県、ＪＲ九州、それから、福岡県と現在行っ

ているところであります。

次にその下、台風第１８号災害についてです

けれども、発災後、日豊本線の臼杵駅から延岡

駅間と豊肥本線の中判田駅から阿蘇駅間が不通

となりましたけれども、両路線とも昨年中に被

災区間全線で運行を再開できているところでご

ざいます。

以上、企画振興部関係ですけれども、今後も

復旧・復興に向けました取組を着実に推進して

まいりますので、委員の皆様におかれましては、

引き続き御支援、御協力をよろしくお願い申し

上げます。

中村ラグビーワールドカップ２０１９推進室長

ラグビーワールドカップ２０１９大分開催に

係る開催経費と経済波及効果について御報告い

たします。

資料の４ページをお開きください。

ラグビーワールドカップ２０１９大会開催経

費につきましては、平成２６年１０月の会場立

候補時点では、試合数を４試合と仮定し、２０

０２年サッカーワールドカップを参考に、約１

５億６千万円と試算しておりましたが、昨年１

１月の試合日程発表で、大分では準々決勝を含

む５試合が開催されることとなり、ラグビーワ

ールドカップリミテッド、組織委員会等からの

指導もあり、平成３０年２月時点の試算として

総額約４９億円となっております。

分野ごとの主な増加要因を御説明いたします。

まず、会場整備につきましてはラグビーワー
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ルドカップリミテッドの指摘を踏まえまして、

準々決勝２試合連続開催等のための芝の強化、

全世界向けの高画質テレビ中継のための照明の

強化、通信用設備の増強、監視カメラの導入の

ための経費が新たに必要になったこと等による

増加を見込んでおります。

次に、輸送交通費につきましては、試合数が

５試合に増加したことに伴い、バスの必要台数

が増えるほか、福岡、熊本との競合、県内バス

会社保有台数の減少、観光シーズンの影響等に

より、県外調達バス台数が増加することに伴う

調達単価の増、交通渋滞対策に係る観戦客、周

辺住民等に対する広報費の増加等による増加を

見込んでおります。

広報イベント費につきましては、大会期間中、

大会の気運を醸成し、観戦客のおもてなしと消

費喚起を促す公式ファンゾーンの拡充やシティ

ドレッシングの追加等、実施に伴う増加を見込

んでおります。

次に、５ページを御覧ください。

年度別の内訳につきましては、平成２９年度

までに約５．４億円を執行し、平成３０年度当

初予算案に約１３．２億円を計上しております。

平成３１年度分の経費につきましては、組織

委員会等々、引き続き調整を行いますとともに、

国に対してさらなる財政支援を要望してまいり

ます。

次に、６ページをお開きください。

ラグビーワールドカップ２０１９大分開催の

県内での経済効果につきまして、試合日程が明

らかになったこと等を踏まえ、株式会社大銀経

済経営研究所に推計を依頼し、直接効果と波及

効果を合わせて約２５３億円となっております。

推計にあたりましては、大分県での観戦客に

よる消費支出額、訪日外国人の来県周遊客によ

る観光消費支出額、一般ゾーン来場者による消

費支出額及び開催経費の四つの新規発生需要額

を基に、平成２３年大分県産業連関表を用いて

波及効果を算出しております。

特に、推計の前提となります大分県での観戦

客の動向につきましては、イングランド大会で

の実績も踏まえまして、大分県での観戦客数が

集客率をプール戦で９３％、準々決勝で９７％

として約１８万９千人に上り、そのうち海外観

戦客はプール戦で約１９％、準々決勝では約３

５％を占めるものとして、合計約４万８千人と

試算しております。また、国内観戦客が２泊、

海外観戦客が４泊すると見込んでおります。

今回推計しました経済効果を確実に実現しま

すとともに、さらに大きくしていけるよう県と

しては引き続き会場整備、交通輸送、観光おも

てなし等について開催準備を万端に進めてまい

ります。

次の７ページには、開催経費と経済効果をま

とめておりますので、あわせて御覧いただけれ

ばと思います。

説明は終わりました。ただいまの油布委員長

報告について質疑は何かありませんか。

ラグビーのワールドカップに関して麻生委員

ですけれども、今、説明をいただいたいろんな

前提条件ですよね。その詳細資料はまた後ほど

いただければ幸いです。

もう一点、２００２年のサッカーのワールド

カップのときに、先日、県立図書館に行って、

２００２年の６月開催だったものですから、当

時の５月、６月、その新聞を全部見ていったら、

その中にアフターワールドカップという形で記

事が載っていまして、それをしっかり検証して、

今後の地域づくりに生かしていくということが

あったんですね。だから、どこかに検証結果報

告書みたいなものがあるんじゃないかなと思う

んですが、それについては、どこか──分かり

ましたか。

中村ラグビーワールドカップ２０１９推進室長

確認しましたところ、県で検証したものがご

ざいますが、こちらは特に、メディアでの取り

上げられた累積時間数をもとに、大分の認知度

がアップしたというような内容の報告書を作成

しております。

なぜそう言ったかというと、もう一麻生委員

度そういったのを、例えば、西鉄バスが松岡サ

ービスエリアまで直接天神から高速バスを走ら

せたという離れ業をやっているんです。ほかに

も、福岡から特急も、ソニックを高城駅で止め
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るとか、いろんなことをやっているんですよ。

ほかにもいろんな目に見えないことをやってい

まして、そういったことを恐らく公式旅行社で

あるＪＴＢは考えているということなんで、そ

うなると前提条件がかなり変わってくるもんで

すから。

さきほどの推計数値、大銀経済経営研究所さ

んが推計したものと実態は変わってくるという

ことがあり得るかもしれないので、しっかりと

そういった前提の条件とか、そういったものも

踏まえて、２００２年のときに本来はそこで検

証したものが、社会インフラとして、もう大銀

ドームというのは資源ですから、それがそのま

ま大型イベントをやるときは、全て交通はこう

いうアクセスで、福岡からどうだとか、熊本か

らどうだとか、四国からどうだとか、関東関西

からどうだというようなネットワークは、もう

出来上がっておかないといけないんだけど、そ

ういったレガシーまで残せていないと。

これが問題だから、今度こそ、そういったも

のを残せるようにしっかりとやっていく必要が

あると思うので、２００２年の検証というのは

とても大事だと思います。もう一度その辺、し

っかりやってほしいと思います。

その辺、部長、何か特に気をつけて、それを

フレームワークとしてしっかりやっていく必要

があると思うんですけど、県庁全体として、ど

ういうふうにこれから準備、まだ時間がありま

すから準備していくかということの何かちょっ

と思いを。

ラグビーワールドカップ２廣瀬企画振興部長

０１９開催にあたりましては、２００２年のサ

ッカーワールドカップの状況を今も参考にしな

がら、そして、当時の職員も今このラグビーワ

ールドカップに関わっており、その当時のノウ

ハウも残っていますので、そこをしっかりラグ

ビーにも反映させたいと思っています。

それはレガシーについても同じで、サッカー

のときにできなかったレガシーも、ラグビーで

はレガシーとしてしっかり残したいと考えてお

ります。

特に、中津江村がさきほどの経済波麻生委員

及効果も広告効果として、これだけあったとい

うような見方をしているんですが、それはどう

でもいいと言っちゃ悪いんだけど、一番大事だ

ったのは準備段階で、芝生を造営することにも

金がかかるけれども、それ以上に管理費に金が

かかると。じゃ、どうするかということで、あ

の当時、長谷所長かな、もう自分たちで全部管

理すると、地方創生の根幹となるようなことを

やったことに対して、全国からの共感をもらっ

て、ああいうふうになったわけですから、そこ

ら辺も含めて、しっかりもう一度あの２００２

年より前の取組を見ていく必要があるんじゃな

いかなと。

経済波及効果についても、ベンチャーさんだ

け儲かったとか、佐伯のチュニジアのキャンプ

は一過性だったとか、いろんなことが出ていま

すので、しっかりそういったことも含めて検証

して、その上で準備を進めてほしいと思います。

もう一点、今回ラグビーは廣瀬企画振興部長

サッカーと比べて、準々決勝を含む５試合、し

かもニュージーランド、オーストラリアって、

ウェールズを含めて人気チームが来るというこ

とで、イギリスの総領事からもたくさんのイギ

リスからお客さんが来るので、しっかりその対

応をやってくれとか、もう既にそういうお話も

来ています。サッカーを参考にしながら、それ

以上にラグビーでは、特に欧米、大洋州の誘客

が見込まれると考えていますので、しっかり対

応してまいります。

この間、海外研修したんですけ木付副委員長

ど、シドニーのＪＴＢの支店とオークランドの

オールブラックスツアー、二つ行ったんですが、

何か商品を見るとほとんど福岡泊なんですよね。

それで、こっちのオフィシャルの宿泊施設が決

まって、空きがあればというような話してるん

ですど、その辺の対応というのは。

これはまた……

その辺は、うちの職員もち廣瀬企画振興部長

ゃんとオーストラリアは五つの公式旅行代理店

がありますので、それぞれ回って、ちゃんと把

握して対応していますから、担当課長から。

今年に入りまして、阿部観光･地域振興課長
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そういう商品が１月頭にありまして、それでオ

ーストラリアへ行きまして五つのＯＴＡ、公式

エージェントを全て回りました。

情報がなくて、情報がないまま福岡の大きな

旅館、ホテルをとっているということで、いや

いやそういうことはないよ、大分はこれほど旅

館、ホテルがたくさんあって、しかも近くて非

常にいいんだということで、当然そういう情報

を話しましたら、いや、それはお客さんを３時

間もかけて、福岡から大分に客を行かせるなん

てことはとんでもない話なので、ぜひ大分に替

えたいという話で、今そういうふうに。（「Ｊ

ＴＢと連携」と言う者あり）はい、実は今年２

月７日にＪＴＢ大分支店と協定を結びまして、

特にホテルバンクという事業を行っております。

窓口はツーリズム大分ですが、大分のＪＴＢ

が実際動きまして、大分の旅館、ホテルの部屋

を束ねて、海外のＯＴＡが何月何日何時に欲し

いとか、こういうスタイルの部屋が欲しいとか

いうのを調整して部屋を出すと、そういうホテ

ルバンクを実際作ってもらっています。それに

よって大分に宿泊が、宿泊商品ができるという

仕組みに今なっています。

ぜひ、大分にお金を落とすよう木付副委員長

にお願いいたします。

はい。阿部観光･地域振興課長

地域経済分析システムの大銀経済経麻生委員

営研究所の報告書の６１ページから観光マップ

分析等々で大分県の観光動態の中で、いろんな

数字が出ているんですよね。ラグビーワールド

カップのときと、それ以降、やっぱり結果とし

て、目標値をしっかり今から準備して設定して、

そのためにハードとかアクセスとか、必要な部

分を整理していくということに努めてほしいな

と思います。

企画のほうでお願いしたいのが、要はオース

トラリア人は、とにかくビールをめちゃくちゃ

飲むと。だから、例えばトリニータのゲームの

ときに、ビールをめちゃくちゃ飲むような企画

で。この前、オーストラリア代表と日本代表の

ラグビーの試合のときに、前半でビールがもう

なくなったと。それで、オーストラリアのファ

ンの人というか、ラグビーファンは日本に対す

るイメージ、もうそれだけでがっくり来ている

という、これは本音らしいんですよ。そういう

ことがあっているので、それをどうするかと。

いろいろ聞いてみると、大体富裕層のお金持

ちが来るというのが日本人のイメージかもしれ

ないけど、そんな人でも、とにかくラグビーの

ときは楽しむので、酔い潰れるまで飲むらしい

んですよね、朝から晩まで。

酔いつぶれてもいいように、先にカードで決

済して飲んじゃうということらしいので、そこ

ら辺を勘違いしないように、しっかりと、酔い

潰れるまで飲めるぞというような仕組みづくり

を商工の飲食店とか、いろんなところとも相談

しながら、Ｓｕｉｃａのカードになるのか、プ

リペイドカードになるのか、そういったことも

しっかり準備していく必要があろうかと思うの

で、まだ間に合うと思いますので、それをお願

いしておくのが１点。

それから消費税、これはちょっと今度質問も

しますけど、消費税の対応もちょうど時期が重

なるということと、お土産として日本酒とか焼

酎とか、大分の醸造文化、酒税との関係も出て

くるでしょうから、国税の方はそういった部分

の調査を始めているみたいですけど、県として

もしっかり現況を把握して、対処方法を模索し

てほしいと思います。

ビールの話ですけど、この間行木付副委員長

った話では１人１日３リッターだそうです。

いや、でも試合会場で４リッターで麻生委員

しょう、多分。（「３リッターて言いよった」

と言う者あり）１人４リッターと言っていた。

ちょっと１個教えてください。最後玉田委員

のページの開催経費の４９億円、この開催経費

の４９億円というのは６ページの大銀経済経営

研究所の、この開催経費を前提にしているとい

うことでいいんですか。

中村ラグビーワールドカップ２０１９推進室長

経済効果の試算にあたりましては、県の支出

額に加えまして、キャンプ地としての大分市、

別府市の支出ですとか、組織委員会の支出なん

かもありますので、数字としては今時点の最新
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のものをそれぞれいただいて試算をしておりま

す。

それで、その経済効果の報告書の開玉田委員

催経費のところで、今、室長おっしゃった大分

県等自治体というのがありますけど、大体４９

億円の割合って、どういうふうなイメージにな

るんですか。大分県の支出、そして、県内の市

町村というか、大分市、別府市か。

トータルで４９億円なんでしょう。というこ

とは、大体ざっくり言うと、大分県の支出がど

のくらいでという、その辺のところは積み上が

っているんですか。

中村ラグビーワールドカップ２０１９推進室長

あくまでまだ現時点の試算ですけれども、お

およそ大分県とそれ以外とで、２対１ぐらいで

割合を担っております。

ああ、２対１なんですね。玉田委員

それについてですけれども、廣瀬企画振興部長

会場関係は県がもう全て、基本的には直接出さ

ないといけない。あとは県のラグビーの推進委

員会を県、市町村、経済界が入って作っていま

すので、その推進委員会でもって市町村からも、

大分市と別府市からも負担金を出していただい

ているので、ソフト事業関係はそこの負担金も

使ってやるということです。経費によっては県

が全て直接出すもの、推進委員会の負担金を大

分市、別府市からの負担金でもって充てるもの

と細かく出てくるので、今ちょうどそこを整理

しています。あと、国の財政的な支援も要望し

ていますので、その辺も取り込みながら、最終

的にはどういう負担割合になるかというのは、

詰めていきたいと考えています。

大体いつ頃それが分かりますか。玉田委員

中村ラグビーワールドカップ２０１９推進室長

今申し上げた約２対１というのは、その主体

としての事業でして、財源内訳につきましては、

まだまだ調整が続きますので、３１年度に向か

って調整を続けていくことになろうと思ってい

ます。

では、分かった段階でまた教えてく玉田委員

ださい。

１点、最初にワールドカップリミテ尾島委員

ッドという組織の中身といいますか、ちょっと

教えていただけますか。

中村ラグビーワールドカップ２０１９推進室長

ラグビーワールドカップリミテッドは、ワー

ルドラグビー傘下で、ワールドカップの開催を

専門に担う組織となっております。

とすれば今回、当初見込んだ１５億尾島委員

円から４９億円ということで、大会経費が約３

倍、特に会場整備費については、１２、３倍の

額に膨らんでいるんですよね。

この理由を見ますと、このリミテッドの指摘

といいますか、要望が高かったということなん

ですけど、例えば、試合数でいくと４試合が５

試合に１試合増えて、そして、例えば芝の強化

などは、この委員会の中でも随分議論をされて

きたんではないかと思うんですね。にもかかわ

らず、直前に７億円という金額が出てきた、こ

ういった見方をすれば、少しやっぱり見方が甘

かったんではないかという気もしますし、場合

によっては、このリミテッドに事前に立候補段

階で、ある程度情報収集ができなかったのかど

うか、そういったこともちょっとお伺いしたい

と思います。

今回、会場整備費、いわゆる仮設の部分があ

るんですけど、芝とか、あと照明、通信設備、

こういったものは大会以降においても活用でき

るのかどうか、その点も教えてください。

特にちょっと私が気になったのは、知事がこ

のワールドカップの予算が非常に膨らんだとき

に、言い方として私の受け取り方が正しいかど

うか分かりませんけど、非常に経済波及効果も

大きいので、県民の皆さんに理解していただき

たいということをちょっとおっしゃったような

気がしますので、その辺のことも踏まえて、ち

ょっと御答弁を。

中村ラグビーワールドカップ２０１９推進室長

立候補段階におきましては、当時、日本協会

のもとにありました組織委員会、これはラグビ

ーワールドカップリミテッドが、ワールドラグ

ビー側になるのに対して、日本協会側の窓口が

組織委員会であったわけですけれども、こちら

の方から立候補にあたってのガイドラインとい
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うものが示されておりまして、それに基づいて

私どもとしては、経費の試算を行っておりまし

た。

大銀ドームもございましたので、新たな経費

はそれほど大きくないであろうと見込んでおっ

たんですけれども、開催が決まりまして、実際

にラグビーワールドカップリミテッドが現地を

見た上で、年々スポーツビジネスの世界におい

て、全世界で放映されるもんですから水準は高

くなってくるんだという話もございましたが、

ラグビーのピッチの状況が非常に選手の競技に

影響を与えるということで、それについては、

最新のハイブリット芝をはじめとする技術を紹

介されて、そういったものを導入するよう求め

られてきたということがございますし、テレビ

の技術につきましても、４Ｋ、８Ｋという技術

が最近になってどんどん出てきておりますので、

それに見合った照明の強化ですとか、放送用通

信設備の増強というのを求められてきておりま

す。

御指摘のとおり、ハイブリット芝――芝の強

化につきましては、後年度も利用できると考え

ておりまして、そこを当然Ｊリーグともお願い

をしておりますし、その他の施設につきまして

も、当該年だけしか使わないものにつきまして

は仮設でできるだけ経費を抑えて、後年度も利

用できるものにつきましては、しっかり使って

いくということで、今回の大会は、大会期間中

もワールドラグビーの求める高い水準で成功さ

せるということはもとより、後年度の芽出しと

いうのも含めて、しっかり総合的に正しい判断

をしていきたいと考えております。

何度も申し訳ないんですが、要はも麻生委員

う開催は決まっているので、もう今更いろいろ

言っても仕方ないので、いかに安く大成功に導

いてお金を落としてもらうか、そして、レガシ

ーに何を残すかという視点で、もうがんがんで

きることをやるしかないんですが、そのために

はネットワークをしっかり持って、キーマンと

がっちり常に情報交換しながらやるしかないと

思うんですよね。

だから、そこのところをしっかりやっていけ

ば、もっともっと県としてのアクションが出て

くるはずなんだけど、例えば先週も週末に神戸

で香港の子どもたちと大人２５０人が来て、ラ

グビースクールを合同でやったりして大盛り上

がりしている。そういった人たちが大分に来る

可能性があるわけですよね。だから、そこで何

かアクションしたかとか、要はそういったこと

が問題になるわけですよ。

だから、要はそういったキーマンとどんだけ

ネットワークを持って、そこにアプローチして、

アクションを起こすかと。大分の認知度を高め

ていくか、もうそこに尽きると思うので、ぜひ

そのためには、今年国民文化祭があるわけです

よね。

例えば、ラグビーのゲーム前の「ハカ」、そ

れを見たいから来るという人もいるわけだし、

じゃ、大分の踊り、自ら鼓舞する踊りみたいな

のを国民文化祭のときに何かやるとかいうぐら

いの企画を出してきて、そして盛り上がってい

るとか、そして今年の運動会には、春の運動会

もあるし、秋の運動会もあるけど、小・中学生

全部が何か「ハカ」みたいな日本の自らを鼓舞

するような踊りの文化をやっているとか、そう

いうのがなければ盛り上がらないですよ。

だから、ぜひそういったことも含めて、もっ

と、主体性を持って横断的に他の部局にもがん

がん出ていくぐらいのことをやらないと、これ

は大変なことになりますから、ちょっと気合い

入れてやってください。

当然ながら、しっかり全庁廣瀬企画振興部長

的に対応するよう、気合いを入れてやります。

今回のラグビーワールドカップ、さきほど尾

島委員からもありましたけれども、東京オリン

ピックは、東京でやるということなんですが、

ラグビーワールドカップは、北海道から九州ま

で１２会場でやることになっていました。

その中で、知事が県として一番強く主張した

のは、地方創生の中でこのラグビーワールドカ

ップが北海道から九州まで開催されるわけだか

ら、東京、横浜だけで決勝トーナメントをやっ

てもらったら困ると、地方創生の観点で少なく

とも決勝トーナメントの一つは地方の会場でや
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ってもらいたいという思いで試合日程の誘致を

力を入れてやってきたところでありますので、

このラグビーワールドカップが大分県の地方創

生を後押しするように、レガシーを含めてしっ

かり取り組んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。油布委員長

ほかにありませんか。

すばらしい大きな話の後に小さな古手川委員

話で、ちょっと阿部課長に教えてほしいんです

が、今度の香港セブンズ、ブースを出していた

だけるそうでありがとうございます。火付け役

の一人として応援に行かにゃいかんなと思って、

議会の協議会を中心に８名、５日から３泊で行

こうとしているんですが、せっかくですから、

いろんな視察をしたいということで、現地のＪ

ＴＢにお邪魔したい。日本の僕らの感覚だと、

これだけいろんな御縁があるから、普通に迎え

てくれるのかと思ったら、そういう調査は有料

ですと。へぇ、そうなんかい。でも、やるよと

言ったんですけどね。

だから、多分ビジネスの習慣が違うので、そ

ういうことが当たり前という理解をすればいい

んでしょうけど、これだけ一緒になってやって

いて、我々が行こうとしたときに、事務局から

言って、ぽーんとそれが返ってきたので、そん

なことでいいのかな、その辺がどうなのかなと

思ってですね。

できれば行きたいです。一昨年行っているの

で、現地の変化も見たいんですね。向こうもイ

ンバウンド、アウトバウンド、いろんなことが

今あっている中で、どれだけ力が入っていて、

皆さんがおっしゃっている部分がどれだけ浸透

してきたかとか、そういう部分も行けると、僕

はそういうふうに自民党の会派として一度行っ

ていますけれども、ほかの議員の方、観戦する

と同時に、そういうところも必ず勉強になると

思うので、そういう中で今はもう行かなくてい

いとやっているんですけど、どうなんでしょう。

さきほど、私の方で阿部観光･地域振興課長

地元のＪＴＢとタッグを組んでホテルバンクを

作ってと言いましたが、実は私もびっくりした

のが、それぞれ違うんですよ、ＪＴＢといいな

がら。

今回も地元のＪＴＢとタッグを組んでいます

が、また、公式のパック旅行をつくっているＪ

ＴＢのグループのＧＭＴというのがあって、こ

れは全然違う。同じＪＴＢグループでも、立場

が全然違うわけです。また、海外は海外で支店

独自にしていますので、なかなかＪＴＢ同士の

意見交換というのもままなっていないような状

況が、今回私も初めて私も分かりました。

だから、阿部さんからアポをとっ古手川委員

てもらえればちゃんと通じるのかな。

そこはちょっとＪＴ阿部観光･地域振興課長

Ｂ大分支店とお話をして、検討させていただき

ます。

今のお話なんですが、Ｊ岡本観光・地域局長

ＴＢといえども、一民間企業という状況であり

ますので、立ち寄り先がＪＴＢの香港がよろし

いのか、もう御存じかと思いますけれどもＪＮ

ＴＯという国の機関があったりしますので、そ

こも含めて……

そっちは快く……古手川委員

そうですね。ほかの代理岡本観光・地域局長

店も含めてまた御相談させていただければと思

います。

また、そちらから少し違う形で攻古手川委員

めていただくようなお話も、さすが国の機関で

いろんな形ではいただいているんですけれども。

ありがとうございます。

今のこういった話と同じように、例麻生委員

えば、執行部の横の連絡もそうだし、議会と執

行部の連携もそうでしょうし、これに民間の競

技団体とか、いろん方々が情報共有して一体的

に取り組まんといかんわけですから、そういう

部分の仕組みをしっかりともう一度構築し直し

た上でやっていく必要があると思うんです。

先日、シドニーに行ったときに県議会が行っ

たところと、また、自治体の連絡協議会何とか

センター――ちょっと名前を思い出さないです

が執行部の方は行かれて、いろんなアプローチ

をし、もう既にいろんな情報収集に行かれた。

しばらくして愛媛県議会なんかは、あそこは開

催地でもないのに、いろんな観光振興等々で、
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県議会としてもイベントにＰＲブースを出して、

県議会議員がはっぴを着て、ミカンとかいろん

なことを、つい先週ぐらいにやっているんです

よね。そういう動きがあると。

だから、よっぽどキーマンのところの横のネ

ットワークをもっと、まず県庁の内部でしっか

りした形を作って、その上で輪を広げていって

ほしいと、これはもう要望、再びになりますが、

お願いしておきます。

ほかにないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

報告については、ほかに質疑もな油布委員長

いようですので、諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

台湾の台中便、確か今年度委員会の麻生委員

中で定期便化、間違いなくそういった方向で行

けそうだという見込みも、明るい見通しがある

みたいな答弁があったと思うんですが、どうな

んですか。

確実にできるかと申し上げ土田交通政策課長

たかどうかは不明ですけれども、不定期プログ

ラムチャーターから、定期チャーターとしてス

テップを踏んでいく中で、次は定期便に向けて

努力をしますというのは申し上げてきたと思い

ます。

ただ一方で、マンダリン航空としては機材繰

りの関係が厳しいでありますとか、あるいは１

年弱続けてきた中での運航の実績等々を見て、

今ちょうど機材繰り、そして運航計画について

精査をしているところであります。我々として

は、当然定期便化、そして台中、台湾からの路

線誘致に向けて、引き続き、鋭意取り組んでお

りますけれども、台中線の行方については、ま

だ協議中という状況であります。

当初から、機材は確か４機しかない麻生委員

というのは、もう分かっていたわけでありまし

て、これまでの会社経営、マンダリン航空のや

り方としては、３か月置きにいろんな日本の地

域と結ぶとか、戦略的な部分も経営方針として

明確に出ている中で厳しいんじゃないのという

指摘もした上での話だったと思うんですよ。

引き続きまた頑張るということのようにあり

ますので、それはそれとして、また、九州の翼

を逆に日本の会社から、大分空港から飛ばすと

いうような視点も含めて取組をしていただけれ

ばと思います。

何で台湾の質問をしたかというと、世界温泉

地サミットがいよいよ新年度に開催されるわけ

ですけれども、台湾はそれに参加されるんです

かね。

もともとこの事業を始め岡本観光・地域局長

る際にどこをお呼びするかということで、私ど

もからしますと台湾としっかりやっている状況

ですので、お呼びしたいという気持ちは重々持

っております。

しかしながら今回行います事業、私ども単独

ではありませんで、御案内のとおり２５日、最

初には環境省が国内の温泉自治体のサミットを

まず開催します。そういう意味で環境省との共

催という形をとっておりますし、それから事業

の中身、性格からしまして、資源エネルギー庁

ですとか、あるいは外務省等々、国からの応援、

協力もいただくようにしております。

その観点で、政府、国には、一つの中国とい

う話がありまして、中華人民共和国との国交を

優先すべしというところがあるかと思っており

ます。その観点で、中国と台湾が一緒にという

ことはあり得ないということを言われたもので

すから、やむなく台湾にはお声がけができてい

ないという状況です。

インバウンドの動向、観光戦略とし麻生委員

ても、台湾からのお客さんが大体単年度５万人

をやっと超え始めて、これからも増加するとい

う中で台中便も飛ばすと。そして、台中とも友

好交流が始まったわけで、締結までしていると

いうことであるならば、大分県が実質的な主催

──共催もあるかもしれないけれども、大分県

が関わる事業ですから、ぜひ世界温泉地サミッ

トという以上は、エリアとして地方、国家とい

う部分はそうかもしれないけれども、台中市に

対して大分県が参加要請をするという部分につ

いては、まだまだ可能性として模索し、できる

範囲で交流を引き続きやり続けると、そういっ

た姿勢をしっかり示しておかないと、さきほど
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の定期便化とかそういった部分にも影響が出て

くる可能性がありますから、そこはしっかりと、

あきらめるんじゃなくて、まだまだぎりぎりま

で模索して取組をしていただきますようにお願

いをしておきたいと思います。

ほかにありませんか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようでありますので、油布委員長

これで企画振興部関係を終わります。

執行部の皆さんは、お疲れさまでした。

〔企画振興部退室、内部協議〕

これより、内部協議を行います。油布委員長

参考人の招致について、まず、事務局から説

明させます。

〔事務局説明〕

以上、事務局から説明させました油布委員長

が、この案で実施してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、この案で実施すること油布委員長

とします。この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをも油布委員長

ちまして、委員会を終わります。

お疲れさまでした。


